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ＥＶ充電設備導入事業 仕様書 

 

本仕様書は、山形市が実施するＥＶ充電設備導入事業について必要な事項を定めるもので

ある。 

 

１ 事業名称事業 

  ＥＶ充電設備導入事業（以下「本事業」という。） 

 

２ 事業の目的 

運輸部門での温室効果ガス排出削減を図るためには、ＥＶなどのクリーンエネルギー車

の普及が重要視されている。ＥＶの普及は、充電インフラの整備と表裏一体とされており、

その普及のためには充電設備の整備が必要となる。 

本事業により、市有施設にＥＶ用の充電設備を試験的に整備し、環境性能に優れたＥＶ

の普及に向けたインフラ整備を行う。 

 

３ 事業内容及び役割分担 

実施事業者は、山形市が所有する施設の駐車場を活用し、ＥＶが利用可能な充電設備（配

線等の附帯設備等を含む。）（以下「ＥＶ充電設備」という。）を整備する。 

なお、設置する充電設備の種類は６ｋｗ以上の充電器とし、実施事業者は国の補助金を

活用するなどし、山形市に新たな費用の負担は発生しないものとする。 

事業内容及び山形市と実施事業者の役割分担は、次のとおりとする。なお、優先交渉者

の選定後、別途山形市と締結する協定書において、最終決定する。 

⑴ 山形市 

ア 事業全体総括 

イ ＥＶ充電器の設置場所確保 

ウ 山形市ホームページ等による事業の周知 

⑵ 実施事業者 

ア 「４ ＥＶ充電設備を設置する施設」で決定する場所に設置する充電器本体の設置 

イ 充電器本体のほか附属のブレーカー等必要な機器の購入及び設置 

ウ （経済産業省の補助金を利用する場合）国への補助申請手続き 

エ 「５ 事業期間」に示す期間中のＥＶ充電設備の維持・管理 

オ 市民への充電サービスの提供及び運営 

カ 利用者への周知 

キ 使用実態等の各種データ収集・分析及び山形市への報告 

 

４ ＥＶ充電設備を設置する施設 

⑴ ＥＶ充電設備を設置する候補の施設は、別表「候補施設一覧」の駐車場とし、事業者は

設置基数（口数）及び仕様を提案する。実際の設置場所及び充電器の設置基数（口数）に

ついては、山形市と実施事業者との協議により決定するものとする。 
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⑵ 設置の際は、施設の運営・維持管理等に支障とならない場所及び構造とすること。 

 

５ 事業期間 

ＥＶ充電設備の利用を開始した日から起算して５年間以上とし、具体的な年数について

は、優先交渉者との協議において決定するものとする。ただし、６⑶に記載する行政財産

の目的外使用許可及び公園施設の設置許可の期間は１年間とし、事業期間の間、更新手続

きを行うものとする。 

 

６ ＥＶ充電設備の設置に関する必須条件について 

⑴ 実施事業者は、ＥＶ充電設備の設置について、建物や既存の系統・配管等に損傷を与え

ない施工方法により施工すること。 

⑵ 実施事業者は、ＥＶ充電設備の設計、設置工事、維持管理、充電設備の利用システム等

の整備及び運用の費用、事業期間終了後の撤去時の費用をすべて負担するものとする。

なお、充電時の電力については、実施事業者が新規に電気引込工事を行った上で、小売

電力事業者と電力供給契約を締結することにより、直接調達し、電気料金についても実

施事業者が負担すること。 

⑶ 実施事業者は、別表「候補施設一覧」に記載の施設へのＥＶ充電設備の設置にあたっ

て、充電器設置箇所・配線箇所・看板・電柱等の設置部分などについて、次に定める費用

を負担することとする。 

ア 江南公民館：地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４第７項に基づく

行政財産の目的外使用許可を受けることとし、契約及び財産の取得又は処分並びに財

産の管理等に関する条例（昭和３９年山形市条例第２９号）別表に規定する行政財産の

目的外使用料を、山形市が指定する期日まで納付すること。 

イ 西公園：公園施設の設置にあたっては、都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２

条第２項第７号に掲げる便益施設とみなし、実施事業者は、同法第５条第１項に基づ

き、都市公園施設設置許可を受けることとし、山形市都市公園条例（昭和４２年山形市

条例第１４号）第９条第２項に規定する使用料を、山形市が指定する期日まで納付する

こと。 

⑷ 利用者からの問い合わせや故障・苦情等に円滑に対応するため、組織化された運営体

制を確立し、常時、適切な人員を配置すること。 

⑸ 問い合わせや故障、苦情等が発生した場合は、速やかに山形市への報告を行うととも

に、復旧等に適切な措置を取ること。 

⑹ 設備設置完了後、実施事業者の責めに帰すべき理由により品質基準を満たしていない

ことが判明した場合は、関連する項目を再検査し、実施事業者の負担において不良個所

を修正、補足すること。 

 ⑺ 実施事業者は、建物や既存の系統・配管等に損傷を与えた場合や、協定書等に定める

山形市との合意事項に適合していないことにより施設等に損害を与えた場合、その他実

施事業者の責めに帰すべき事由により山形市が損害を被った場合は、実施事業者がその

損害を賠償する義務を負うこと。 
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⑻ 「５ 事業期間」の期間終了後の取扱は双方の協議によるものとし、協議の結果、事業

を終了することとなった場合は、実施事業者の負担によりＥＶ充電設備を撤去するとと

もに設備場所の原状回復を行うこと。 

 

７ ＥＶ充電設備の設置に関する任意条件について 

⑴ 設備の利用可能時間について、設置施設の駐車場の利用可能時間以外の運用は、実施

事業者の工夫・提案を踏まえ、山形市と協議の上決定すること。 

⑵ 地元業者支援の観点から、新規引き込み・設置運営・保守等において、市内事業者を活

用すること。 

⑶ スマートフォンの充電機能など、ＥＶ充電の用途以外の付加価値があること。 

⑷ クレジットカード・電子決済などによる決済も可能であること。 

⑸ 事業開始時は、市有施設２か所程度へ設置するが、その効果を検証したうえで、他施

設への拡大や施設内の設置数の拡大が可能な設置プランとすること。 

⑹ 新規電気引込にあたって、二酸化炭素排出係数の低い電力会社の電力利用を検討する

こと。 

 

８ その他 

⑴ 各施設へのＥＶ充電設備の設置可否については、実施事業者による提案内容や設計等

を踏まえ、山形市において最終的に判断する。 

⑵ 実施事業者は、関係法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって、誠実に本事業を遂

行すること。 

⑶ 本事業の実施にあたり、山形市は実施事業者に対し、作業に必要な資料を貸与するも

のとする。実施事業者は、貸与資料の紛失、汚損、破損等がないように十分注意して取り

扱い、「５ 事業期間」終了後は、速やかに山形市に返却しなければならない。貸与資料

については、山形市の許可を得ずに複製してはならない。また、本事業以外での使用を

禁止する。 

⑷ 利用者の個人情報は、法令に基づき適切に管理し、適切な情報セキュリティ対策をと

ること。 

⑸ その他、仕様書の内容等について疑義が生じた場合や本事業の遂行上必要と認められ

るもので本仕様書にない事項が生じた場合は、山形市と協議した上で事業を進めること。 

 

候補施設一覧

施設名 江南公民館 西公園

所在地 山形市江南一丁目１番２７号 山形市大字門伝字落合河原３１１４-１０

駐車場利用可能日 年中無休 年末年始を除く

駐車場利用可能時間 ２４時間 ５：００～２２：００

駐車台数 １４３台 ４５０台

利用者数（Ｒ５年度） ４４,１４６人（※） ２７０,４８０人

※江南体育館を含むと７０,２７７人

別表


